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平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
国
民
年
金
法
に
よ
る
年
金
の
額
等
の
改
定
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
八

号
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）
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）

本
法
律
案
は
、
現
下
の
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
平
成
十
六
年
度
の
公
的
年
金
等
の
額
の
改
定
に
つ
い
て
、
特
例
措
置

を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
平
成
十
六
年
度
に
お
け
る
特
例
措
置
と
し
て
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
児
童
扶
養
手
当
等
の
額
に
つ
い
て
、
国
民
年
金

法
等
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
三
年
の
年
平
均
の
消
費
者
物
価
指
数
に
対
す
る
平
成
十
五
年
の
年
平
均
の
消
費
者
物

価
指
数
の
比
率
を
基
準
と
し
て
改
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


